
 

指定通所介護・介護予防日常生活支援総合事業 

デイサービスセンター ハピネス昭和の森 運営規程 

 

 (事業の目的) 

第１条 社会福祉法人ファミリーが開設するデイサービスセンターハピネス昭和の森（以下「事業所」と 

いう。）が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護及び介護予防日常生活支援総合事業（以下「指 

定通所介護等」という。）の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び 

管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者（以下「通所介護従事者」という。）が、 

要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅 

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会 

的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な 

日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。 

  ２ 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福 

祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  （１） 名 称 デイサービスセンター ハピネス昭和の森 

  （２） 所在地 東京都昭島市代官山一丁目２番１号 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

  （１） 管理者  １名 （特別養護老人ホームハピネス昭和の森と兼務することができる。） 

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

  （２） 従業者 

通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。 

職種 配置人数 職務内容等 

生活相談員 １名以上 

指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護計

画又は介護予防通所介護計画（以下「通所介護計画等」

という。）の作成等を行う。また、利用者に対し日常

生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。 

介護職員 ４名以上 利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生

活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあ

たる。 看護職員 １名以上 

機能訓練指導員 １名以上 
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練指導、助言を行う。 

※上記に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。 

 

 

 



 

 （営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

  （１） 営業日 月曜日から土曜日 

       ただし、１２月３１日から１月３日までを除く。 

  （２） 営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分 

 

（利用定員） 

第６条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。 

    １単位  サービス提供時間帯 午前９時から午後５時  定員３７人 

     

（指定通所介護等の内容） 

第７条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画又は総合事業サービス計

画書（以下「居宅サービス計画等」等）に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要

する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次

に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。 

 

サービスの種類 サービス内容 

介 護 
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する排泄の介

助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護を行う。 

入 浴 
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供

する衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助を行う。 

食 事 
食事を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。食事の準備、

配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助を行う。 

排 泄 重度の方でも身体状況を考慮し、可能な限り自立して行えるよう支援する。 

機 能 訓 練 
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を

獲得するための訓練を行う。 

健 康 管 理 
看護職員・介護職員が連携し、健康管理を行います、また体調の変化の早期発見

に努めます。医療が必要と判断した際には速やかに医療機関へ引き継ぎます。 

アクティビティ 

利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アク

ティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障

害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。 

例）レクリエーション．音楽活動．制作活動．行事的活動．体操 

送 迎 
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護

従事者が添乗し必要な介護を行う。 

相 談 ・ 助 言 利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。 

 

（指定居宅介護支援事業者との連携等） 

第８条 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防 

支援事業者又は包括支援センター（以下「指定居宅介護支援事業者等」という。）が開催するサービ 

ス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サ 

ービスの利用状況等の把握に努める。 

  ２ 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の 



 

指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。 

  ３ 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利 

用希望者に対して通所介護又は介護予防通所介護又は介護予防日常生活支援総合事業（以下「通所 

介護等」という。）の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連 

携し、必要な措置を講ずる。 

 

（個別援助計画の作成等） 

第９条 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況 

並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等 

が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する。 

  ２ 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意 

を得る。 

  ３ 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービス 

の管理、評価を行う。 

 

（指定通所介護等の提供記録の記載） 

第１０条 通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護

等について、介護保険法第 41 条第６項または法第 53 条第６項の規程により、利用者にかわって

支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載

する。 

 

（指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法） 

第１１条 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通所介 

護等が法定代理受領サービスである時は、その額の１割、２割又は３割とする。 

２ 通常の事業の実施地域を超えて行う指定通所介護に要した交通費は、1 ㎞あたり６５円を徴収す 

る。 

３ その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その内容及び費用について、あらか 

じめ利用者又はご家族に対し同意を得る事とする。 

  ４ 指定通所介護等の利用者は、当センターの定める期日に、別途重要事項説明書で指定する方法に 

より納入することとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１２条 通常の事業の実施地域は、昭島市、立川市、福生市とする。 

 

（契約書の作成） 

第１３条 通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に 

契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名（記名押印）を受けることとする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１４条 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生 

じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければな 



 

らない。 

  ２ 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほ

か、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１５条  消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画 

に基づき、また消防法８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 

  （１）非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する｡点検の際は防火管理者が立ち会う｡ 

  （２）非常災害設備には常に有効に保持するよう努める。 

（３）火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編 

成し任務の遂行に当たる。 

  （４）防火管理者は、職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

① 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）・・・・・・・・・年１回以上 

② 利用者を含めた総合訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年１回以上 

③ 非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・・・・・ 随時 

 （５）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 

（衛生管理及び従事者等の健康管理等） 

第１６条 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留 

意するものとする。 

  ２ 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健康診 

断を受診させるものとする。 

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第１７条    

事   項 内       容 

喫 煙 
喫煙は、所定の場所にて喫煙することとする。煙草およびライター
は、職員で管理させていただく場合がある。 

金銭・貴重品の管理 金銭および貴重品は原則施設では預からない。 

食 べ 物 の 持 ち 込 み 管理や健康上の理由のため、要相談とする。 

設 備 ・ 器 具 の 利 用 
設備・器具の使用は自由とする。但し、故意又は重大な過失により、
減失、破損、汚損等があった場合は、協議の上、自己の費用により
現状に復するか、又は相当の代価をいただくことがある。 

身 体 拘 束 
原則として行わない。但し、緊急やむを得ない場合は、同意の上、
同時に拘束をしない対応を検討する。 

宗 教 ・ 政 治 活 動 他利用者、職員に対する宗教活動、政治活動は禁止とする。 

サービス提供中におけ
るリスクマネジメント 

利用者への介護サービスについては、基本的に自立を支援する内容
とする。ただし、安全面には細心の注意を払うようにはするが、利
用者の意思尊重し、制約の少ない生活送っていただくよう支援する
うえで、移動時の転倒や車いす・ベッドからの転落等の事故がおこ
り得ることはある。 



 

感染症等の発生、流行
時 の 面 会 

施設内での蔓延を防止するため、場合によっては面会等を制限する
ことがある。 

男性介護職員の有無  有 

禁 止 行 為 

飲酒、けんか、口論、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。 

施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害する事。 

故意又は無断で、施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを

に持ち出すこと。 

 

(相談・苦情対応) 

第１８条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利 

用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 

   ２ 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から２年間保存する。 

 

（事故処理） 

第１９条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護 

支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から 

２年間保存する。 

３ 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

（秘密保持等） 

第２０条 従業者は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな 

い。 

２ 従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、措置 

を講じる。 

３ 利用者及び家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により同意を得る。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第２１条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開 

催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年２回以上）実施する。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 前項第１号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第２２条 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善に努める。 

２ この規程に定めるものの他の扱いは理事長と施設長との協議に基づき決定する。 

 

 

 



 

 

                     附 則 

                     この規程は、２０１５年 ４月 １日から施行する。 

                           ２０１５年 ８月 １日（一部変更） 

                           ２０１６年 ４月 １日（一部変更） 

                           ２０１７年 ４月 １日（一部変更） 

２０１８年 ４月 １日（一部変更） 

２０１８年 ８月 １日（一部変更） 

２０１９年１０月 １日（一部変更） 

２０２１年 ４月 １日（一部変更） 

                            ２０２２年１０月 １日（一部変更） 

２０２３年 ８月 １日（一部変更） 

２０２４年 ３月 １日（一部変更） 

２０２４年 ４月 １日（一部変更） 

２０２４年 ８月 １日（一部変更） 

２０２５年 ４月 １日（一部変更） 

２０２６年 ６月 １日（一部変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【別紙】        デイサービスセンター ハピネス昭和の森 料金表 

１ 指定通所介護サービス  

提供時間７時間以上８時間未満の利用料金（１日の料金目安） 

 

単 位 数 
地域区分 
４級地 

介護報酬基準額 
（一日当り） 

 
介護保険適用時の 
一日当り自己負担額 

 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護度１ ６２９単位 

10.54 円 

６,６２９円 ６６３円 １,３２６円 １，９８９円 

要介護度２ ７４４単位 ７,８４１円 ７８５円 １,５６９円 ２，３５３円 

要介護度３ ８６１単位 ９,０７４円 ９０８円 １,８１５円 ２，７２３円 

要介護度４ ９８０単位 １０,３２９円 １,０３３円  ２,０６６円 ３，０９９円 

要介護度５ １,０９７単位 １１,５６２円 １，１５７円 ２,３１３円 ３，４６９円 

 

（１）加 算 

加 算 項 目 単 位 数 
地域区

分 ４

級地  

介護報酬基準額 

（一日当り） 

 

介護保険適用時の 

一日当り自己負担額 

 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

生活相談員配置等加算 １３単位/日 

10.54 

１３７円/日 １４円/日 ２８円/日 ４２円/日 

生活機能向上連携加

算 

Ⅰ １００単位／月 １,０５４円／月 １０６円／月 ２１１円／月 ３１７円／月 

Ⅱ ２００単位／月 ２,１０８円／月 ２１１円／月 ４２２円／月 ６３３円／月 

口腔機能向上加算 
Ⅰ １５０単位／回 １,５８１円／回 １５９円／回 ３１７円／回 ４７５円／回 

Ⅱ １６０単位／回 １,６８６円／回 １６９円／回 ３３８円／回 ５０６円／回 

入 浴 介 助 加 算 （ Ⅰ ） ４０単位/日 ４２１円/日 ４３円/日 ８５円/日 １２７円/日 

入 浴 介 助 加 算 （ Ⅱ ） ５５単位/日 ５７９円/日 ５８円/日 １１６円/日 １７４円/日 

個別機能訓練加算Ⅰ 
イ ５６単位/日 ５９０円/日 ５９円/日 １１８円/日 １７７円/日 

ロ ７６単位/日 ８０１円/日 ８１円/日 １６１円/日 ２４１円/日 

個 別 機 能 訓 練 加 算 Ⅱ ２０単位/月 ２１０円/月 ２１円/月 ４２円/月 ６３円/月 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 

加 算 Ⅰ 
２２単位/日 ２３１円/日 ２４円/日 ４７円/日 ７０円/日 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 

加 算 Ⅱ 
１８単位/日 １８９円/日 １９円/日 ３８円/日 ５７円/日 

サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 

加 算 Ⅲ 
６単位/日 ６３円/日 ７円/日 １３円/日 １９円/日 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） ３０単位/月 ３１６円/月 ３２円/月 ６４円/月 ９５円/月 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） ６０単位/月 ６３２円/月 ６４円/月 １２７円/月 １９０円/月 

中 重 度 者 ケ ア 体 制 加 算 ４５単位/日 ４７４円/日 ４８円/日 ９５円/日 １４３円/日 

認 知 症 加 算 ６０単位/日 ６３２円/日 ６４円/日 １２７円/日 １９０円/日 

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月 ４２１円/月 ４３円/月 ８５円/月 １２７円/月 

若年性認知症受入加算 ６０単位/日 ６３２円/日 ６４円/日 １２７円/日 １９０円/日 

栄 養 改 善 加 算 ２００単位/回 ２,１０８円/回 
２１１円/

回 
４２２円/回 ６３３円/回 



 

栄 養 ア セ ス メ ン ト 加 算 ５０単位/月 ５２７円/月 ５３円/月 １０６円/月 １５９円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算 
Ⅰ ２０単位/回 

10.54 
２１０円/回 ２１円/回 ４２円/回 ６３円/回 

Ⅱ ５単位/回 ５２円/回 ６円/回 １１円/回 １６円/回 

介 護 職 員 等 
処 遇 改 善 加 算 

 

Ⅰ

イ 
月の総単位数に加算率（11.1％）を乗じた単位数 

Ⅰ

ロ 
月の総単位数に加算率（12.0％）を乗じた単位数 

Ⅱ

イ 
月の総単位数に加算率（10.9％）を乗じた単位数 

Ⅱ

ロ 
月の総単位数に加算率（11.8％）を乗じた単位数 

Ⅲ 月の総単位数に加算率（9.9％）を乗じた単位数 

Ⅳ 月の総単位数に加算率（8.3％）を乗じた単位数 

 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業 （１月の料金目安） 

 

単 位 数 
地域区  

４級地 
介護報酬基準額 
（一月当り） 

 

介護保険適用時の 

一日当り自己負担額 

 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援１ １，６７２単位 
10.54 円 

１７，６２２円 １,７６３円 ３,５２５円 ５，２８７円 

要支援２ ３，４２８単位 ３６，１３１円 ３,６１４円 ７,２２７円 １０，８４０円 

 

（１）加 算 

加 算 項 目 単 位 数 

地域区

分 

４級地 

介護報酬基準額 

 

介護保険適用時の 

一月当り自己負担額 

 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

生活機能向上グループ加

算 
１００単位/月 

10.54 

１,０５４円/月 
１０６円/

月 

 ２１２円/

月 
３１６円/月 

運動器機能向上加算 ２２５単位/月 ２,３７１円/月  ２３８円/月 
 ４７６円/

月 
７１１円/月 

若年性認知症受入加算 ２４０単位/月 
 ２,５２９円/

月 

  ２５３円/

月 
５０６円/月 ７５９円/月 

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月 ４２１円/月 ４３円/月 
８５円/

月 
１２７円/月 

栄養アセスメント加算 ５０単位/月 ５２７円/月 ５３円/月 
 １０６円/

月 
１５９円/月 

栄 養 改 善 加 算 ２００単位/月 ２,１０８円／月 ２１１円／月 
４２２円／

月 
６３３円／月 

口腔機能向上加算 

Ⅰ １５０単位/月 １,５８１円／月 １５９円／月 
３１７円／

月 
４７５円／月 

Ⅱ １６０単位/月 １,６８６円／月 １６９円／月 
３３８円／

月 
５０６円／月 

選択的サービ

ス複数実施加

算 

（Ⅰ）1 ４８０単位/月 ５,０５９円／月 ５０６円／月 
１,０１５円/

月 

１,５１８円/

月 

（Ⅰ）2 ４８０単位/月 ５,０５９円／月 ５０６円／月 
１,０１５円/

月 

１,５１８円/

月 



 

（Ⅰ）3 ４８０単位/月 ５,０５９円／月 ５０６円／月 
１,０１５円/

月 

１,５１８円/

月 

（Ⅱ） ７００単位/月 ７,３７８円／月 ７３８円／月 
１,４７６円/

月 

２,２１４円/

月 

事 業 所 評 価 加 算 １２０単位/月 １,２６４円／月 １２７円／月 
２５３円／

月 
３８０円／月 

生活機能向上

連 携 加 算 

（Ⅰ） １００単位/月 １,０５４円/月 １０６円/月 
 ２１２円/

月 
３１６円/月 

（Ⅱ）1 ２００単位/月 ２,１０８円／月 ２１１円／月 
４２２円／

月 
６３３円／月 

（Ⅱ）2 １００単位/月 １,０５４円/月 １０６円/月 
 ２１２円/

月 
３１６円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算 
Ⅰ ２０単位/月 ２１０円/月 ２１円/月 ４２円/月 ６３円/月 

Ⅱ ５単位/月 ５２円/月 ６円/月 １１円/月 １６円/月 

サービス提供体制強化 

加 算 Ⅰ 
     

要支援１ ８８単位/月 ９２７円/月 ９３円/月 １８６円/月 ２７９円/月 

要支援２ １７６単位/月 １，８５５円/月 １８６円/月 ３７１円/月 ５５７円/月 

サービス提供体制強化 

加 算 Ⅱ 
     

要支援１ ７２単位/月 ７５８円/月 ７６円/月 １５２円/月 ２２８円/月 

要支援２ １４４単位/月 １,５１７円/月 １５２円/月 ３０４円/月 ４５６円/月 

サービス提供体制強化 

加 算 Ⅲ 
     

要支援１ ２４単位/月 ２５２円/月 ２６円/月 ５１円/月 ７６円/月 

要支援２ ４８単位/月 ５０５円/月 ５１円/月 １０１円/月 １５２円/月 

介 護 職 員 等 
処 遇 改 善 加 算 

 

Ⅰ

イ 
月の総単位数に加算率（11.1％）を乗じた単位数 

Ⅰ

ロ 
月の総単位数に加算率（12.0％）を乗じた単位数 

Ⅱ

イ 
月の総単位数に加算率（10.9％）を乗じた単位数 

Ⅱ

ロ 
月の総単位数に加算率（11.8％）を乗じた単位数 

Ⅲ 月の総単位数に加算率（9.9％）を乗じた単位数 

Ⅳ 月の総単位数に加算率（8.3％）を乗じた単位数 

 

３ その他係る費用 

 料   金 備     考 

食 事 代 ７３０円／日 おやつ代含む 

特 別 利 用 料 実   費 
行楽地等の入場用、施設内カフェ、施設内ショップ等
を利用された際の料金 

レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ 
ク ラ ブ 費 

実   費 

ご利用者による希望参加型のレクリエーションやク

ラブ活動参加時の材料費、先生への謝礼等（生け花や、

折り紙等の材料費） 

個 別 物 品 費 実   費 
ご利用者、そのご家族が購入を希望され、個別に購入

する物品。（個別対応の車椅子や、介護靴等） 

特 別 な 食 事 代 実   費 ご利用者が特別に希望した食事費用（外食や出前等） 



 

おむつ費・尿パット代 実   費 サービス提供にあたり必要となるおむつの費用 

通 常 実 施 地 域 
以 外 の 交 通 費 

1㎞あたり 
片道 65円 

昭島市・立川市・福生市以外の地域にかかる交通費 

※その他、日常生活に関わる費用の徴収が必要となった場合、その内容及び費用についてあらかじめ、

ご利用者又はご家族に対して説明、通知を行います。 


